承　諾　書

１．　申請された書類は、『補強計画』であり審査は補強計画をチェックするもので実施設計ではありません。
２． 耐震診断については補強箇所の現況診断が適正であるかの確認のためであり耐震診断の審査を行うものではありません。
３． 診断の審査終了通知書は発行しません。
４． 正しく行われていない耐震診断による補強計画は差し戻しする場合もありますので、耐震診断および補強計画は申請者である耐震診断士の責任において実施してください。

上記について承諾いたします。

令和　　　年　　　月　　　日

自署

